
　
国
の
助
成
制
度
を
活
用
し

　
雇
用
の
維
持
に
10
万
円

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
影

響
を
受
け
た
事
業
者
が
、
国
が
休
業

手
当
、
賃
金
な
ど
の
一
部
を
助
成
す

る
「
雇
用
調
整
助
成
金
」
制
度
を
活

用
し
、
労
働
者
の
雇
用
維
持
を
図
っ

た
市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
事
業
者

雇
用
継
続
支
援
事
業
助
成
金
の
お
知
ら
せ

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
２
）

に
対
し
て
10
万
円
を
助
成
し
ま
す
。

　

す
で
に
雇
用
調
整
助
成
金
の
支

給
を
受
け
た
事
業
者
も
対
象
と
な

り
ま
す
。

▼
申
請
期
間
＝
受
付
中

▼
申
請
方
法
＝
産
業
経
済
課
窓
口
で

　
配
布
し
て
い
る
申
請
書
類
に
必
要

　
事
項
を
記
入
の
上
、
産
業
経
済
課

　
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

コロナ支援

■
６
月
中
旬
に
通
知
書
を
郵
送

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
毎
年
６
月
に
受
給
資
格
を
確
認

す
る
た
め
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。
６
月
中
旬
に
郵
送
い
た
し
ま

す
の
で
、
６
月
30
日
㈫
ま
で
に
郵
送

に
て
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
（
公
務

員
の
方
は
勤
務
先
で
申
請
）。

　
ま
た
、
現
況
届
の
提
出
が
な
い
場

合
は
、
６
月
分
以
降
の
手
当
を
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※
本
市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

問 

伊
奈
庁
舎
こ
ど
も
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
２
０
４・４
２
０
５
）

手続き・申請

ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
現
況

届
は
原
則
、
郵
送
に
て
対
応
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

▼
提
出
書
類
＝
○
現
況
届
○
請
求
者

　
の
健
康
保
険
証
写
し
（
国
民
健
康

　
保
険
加
入
者
は
不
要
）

【
児
童
と
市
外
で
別
居
し
て
い
る
方
】

○
監
護
・
生
計
同
一
申
立
書
（
こ
ど

も
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

○
児
童
の
属
す
る
世
帯
全
員
の
住
民

票
謄
本
（
続
柄
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記

載
の
も
の
）

【
外
国
籍
の
方
】

・
在
留
カ
ー
ド
の
写
し
ま
た
は
特
別

永
住
者
証
明
書
の
写
し
（
請
求
者
と

児
童
の
分
両
方
）

■
出
生
・
転
入
の
方
は
申
請
を

　
出
生
・
転
入
を
し
た
方
は
、
児
童

手
当
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
た
め

に
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
は
、
特
例

的
に
15
日
以
内
に
認
定
請
求
が
あ
っ

た
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

漏
水
調
査
を
実
施
し
ま
す

問 

谷
和
原
庁
舎
上
下
水
道
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
５
３
０
８
）

お知らせ

　
市
で
は
、
貴
重
な
水
資
源
の
有
効

利
用
を
図
る
と
と
も
に
、
漏
水
に
よ

る
道
路
陥
没
な
ど
の
二
次
災
害
を
防

止
す
る
た
め
、
水
道
管
の
漏
水
調
査

を
実
施
し
ま
す
。

　
調
査
期
間
中
は
市
が
委
託
し
た
調

査
員
が
、
腕
章
・
身
分
証
明
書
を
常

時
携
帯
し
な
が
ら
作
業
を
行
い
ま

す
。
調
査
に
よ
っ
て
は
調
査
員
が
量

水
器
付
近
ま
で
立
ち
入
り
、
作
業
を

行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の

ご
理
解・ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
調
査
期
間
＝
6
月
15
日
㈪
～
令
和

　
3
年
3
月
19
日
㈮

※
土
、
日
、
祝
日
は
除
く

▼
調
査
地
域
＝
伊
奈
東
、
板
橋
、
谷

　
井
田

【
委
託
事
業
者
】

　

㈱
リ
ク
チ
漏
水
調
査　

☎
03
‐

３
９
５
４
‐
９
２
２
５

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
わ
る
徴
収
猶
予
の
特
例
が
制
度
化
さ

れ
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に

よ
り
事
業
な
ど
に
係
る
収
入
に
相
当

の
減
少
が
あ
っ
た
方
は
、
１
年
間
、

市
税
の
徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◎
担
保
の
提
供
は
不
要
で
す
。
延
滞

金
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

▼
対
象
と
な
る
方
＝
次
の
①
②
の
い

　
ず
れ
も
満
た
す
納
税
者
・
特
別
徴

　
収
義
務
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

① 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

　
に
よ
り
、
令
和
２
年
2
月
以
降
の

　
任
意
の
期
間
（
１
カ
月
以
上
）
に

　
お
い
て
、
事
業
収
入
や
給
与
収
入

　
な
ど
が
前
年
同
期
に
比
べ
て
お
お

　
む
ね
20
㌫
以
上
減
少
し
て
い
る
こ
と

② 

一
時
に
納
付
ま
た
は
納
入
を
行
う

　
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と

▼
対
象
と
な
る
市
税
＝
個
人
市
民
税
、

　
法
人
市
民
税
、
固
定
資
産
税
な
ど

　
す
べ
て
の
税
目

※
令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３

年
１
月
31
日
㈰
ま
で
に
納
期
限
が
到

来
す
る
も
の

※
す
で
に
納
期
限
が
過
ぎ
て
い
る
未

市
税
の
徴
収
猶
予
の
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す

問 

伊
奈
庁
舎
収
納
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
４
０
５
）

コロナ支援

納
の
市
税
に
つ
い
て
も
、
さ
か
の

ぼ
っ
て
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▼
申
請
期
限
＝
令
和
２
年
６
月
30
日

　
㈫
ま
た
は
対
象
税
目
の
納
期
限
の

　
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
申
請
が

　
必
要
で
す
。

※
各
税
目
、
期
別
ご
と
に
申
請
が
必

要
で
す
。

▼
申
請
方
法
＝
申
請
書
の
ほ
か
、
収

　
入
や
現
預
金
の
状
況
が
分
か
る
資

　
料
を
収
納
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ

　
さ
い
。
提
出
が
難
し
い
場
合
は
口

　
頭
で
お
伺
い
し
ま
す
。

◎
な
お
、
申
請
書
は
持
参
の
ほ
か
郵

送
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
提
出
も
可

能
で
す
。
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